
 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について-」の一部改正について 

 

令和３年２月１９日 

 

 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について-」について，今般，下記のとおり必要な改正を行いましたので，

公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P7 第 2 特定技能外国

人が有すべき技能水

準 

【関係規定】 

分野別運用方針(抜

粋) 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に 

関する事項 

農業分野において特定技能１号の在留資格で受け入

れる外国人は，以下に定める試験に合格した者又は農業

分野の第２号技能実習を修了した者とする。 

（１）技能水準（試験区分） 

ア 「農業技能測定試験（仮称）（耕種農業全般）」 

イ 「農業技能測定試験（仮称）（畜産農業全般）」 

（２）日本語能力水準 

「日本語能力判定テスト（仮称）」又は「日本語能力

試験（Ｎ４以上）」 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に 

関する事項 

農業分野において特定技能１号の在留資格で受け入 

れる外国人は，以下に定める試験に合格した者又は農業 

分野の第２号技能実習を修了した者とする。 

（１）技能水準（試験区分） 

ア 「農業技能測定試験（耕種農業全般）」 

イ 「農業技能測定試験（畜産農業全般）」 

（２）日本語能力水準 

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力

試験（Ｎ４以上）」 

2 P13 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行

の確保に係る基準 

○  農業者等が特定技能所属機関として１号特定技能

外国人を直接雇用する場合，当該農業者等は，過去５

年以内に労働者（技能実習生を含む。）を少なくとも６か

○  農業者等が特定技能所属機関として１号特定技能

外国人を直接雇用する場合，当該農業者等は，過去５

年以内に同一の労働者（技能実習生を含む。）を少なく



【農業分野の固有の

基準（告示）】 

 

月以上継続して雇用した経験がなければなりません。 

 

○  また，労働者派遣による場合には，派遣先は，過去

５年以内に労働者（技能実習生を含む。）を少なくとも６

か月以上継続して雇用した経験があるか，又は派遣先

責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講

ずべき措置等の解説が行われる講習（例えば，都道府

県労働局が実施する派遣先向けの講習等）を受講した

者を派遣先責任者として選任していることが必要となり

ます。 

とも６か月以上継続して雇用した経験がなければなりま

せん。 

○  また，労働者派遣による場合には，派遣先は，過去５

年以内に同一の労働者（技能実習生を含む。）を少なく

とも６か月以上継続して雇用した経験があるか，又は派

遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先

の講ずべき措置等の解説が行われる講習（例えば，都

道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等）を受講

した者を派遣先責任者として選任していることが必要と

なります。 

3 P16 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行

の確保に係る基準 

【確認対象の書類】 

○  労働者派遣については，「特定技能外国人受入れに

関する運用要領（平成３１年３月 法務省入国管理局）

第５章第１節第１（５）及び第２節第１（12）の基準にも適

合していることが求められます。 

○  労働者派遣については，「特定技能外国人受入れに

関する運用要領」第５章第１節第１（５）及び第２節第１

（12）の基準にも適合していることが求められます。 



4 分野 

参考様式

第１１－１

号 

１枚目 

  



5 分野 

参考様式

第１１－２

号 

１枚目 

  



6 分野 

参考様式

第１１－２

号 

３枚目 

  



7 分野 

参考様式

第１１－３

号 

1 枚目 

  



8 分野 

参考様式

第１１－３

号 

２枚目 

  



9 分野 

参考様式

第１１－４

号 

１枚目 

  

 


